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平成２１年度業務実績評価調書：独立行政法人建築研究所 

 

業 務 運 営 評 価（個別項目ごとの認定） 
 

項 目 評定結果 評定理由 意見 

中期計画 平成２１年度計画 

１．国民に対して提供するサービスその他

の業務の質の向上に関する目標を達成

するためとるべき措置 

（１）研究開発の基本的方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 社会的要請の高い課題への重点

的・集中的な対応 

・下記に示す研究開発を重点的かつ集

中的に実施する 

ア）安全・安心で質の高い社会と生

活を実現する研究開発 

イ）持続的発展が可能な社会と生活

を実現する研究開発 

ウ）社会の構造変化等に対応する建

築・都市の再構築を推進する研究

開発 

エ）情報化技術・ツールの活用によ

る建築生産の合理化と消費者選

択を支援する研究開発 

・研究所全体の研究費のうち、概ね７

０％を充当する 

・中期計画の重点的研究開発課題を推進

するため、個別研究開発課題を的確に

実施する 
・研究所として、重点的研究開発課題の

進捗状況を適切に管理する 

S 

・社会的要請の高い重点的研究開発課

題に対して、研究所予算の 70.4%

を充当し（目標は概ね７０％）、着実

に研究を実施した。 

・研究実施にあたっては、外部評価委

員会を設け課題の選択、進捗状況の

適切な評価、管理を行う体制を整え

ている。 

・また、20 年度末に変更した中期計

画で新たな柱とした「低炭素社会」

「住宅等の長期使用」「超高層建築

物」「アスベスト」など、社会的関心

やニーズの高い 12 課題を新たに重

点的研究開発課題として適確に設定

し推進した。また、「建設廃棄物に由

来する再生骨材・木質再生材料の活

用技術の開発」など建築基準法、省

エネルギー法、住宅品質確保法等国

の技術基準に反映されるような質の

高い成果をあげており、極めて適切

に対応している。 

・これら総合すると中期目標の達成に

向けて優れた実施状況にある。 

・２０年度に新たに設定された重点的研究

開発課題に対するさらなる成果の充実が

急がれる。 

・特に、低炭素社会等に関する研究などに

ついて、国内で先導的役割を果たすととも

に、社会ですぐに活用できるよう、また国

民の意識が向上するよう、研究の焦点のあ

て方に注意して進められたい。他省庁等と

の連携も必要である。 

・都市分野にも配慮して研究に取り組まれ

たい。 
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② 建築・都市計画技術の高度化並びに

建築の発達・改善及び都市の発展・整

備のために必要となる研究開発の計

画的な推進 

・萌芽的研究、基礎的・先導的な研究、

地道な研究などの基盤研究を中長

期的視点に立ち計画的に実施する 

・萌芽的研究、基礎的・先導的な研究、

地道な研究などの基盤研究を中長期的

視点に立ち計画的に実施する 

S 

・津波の発生過程を解明するプログラ

ムの開発、ノンエンジ二アド住宅の

耐震性向上に関する課題等や気候変

動、環境問題、蒸暑地域住宅の研究

等、アジアなど開発途上国における

地震災害低減、環境改善に関する課

題のほか、鉄筋コンクリート部材の

損傷評価など社会的ニーズに応える

研究にも意欲的に取り組んでおり、

高強度鉄筋コンクリート造による柱

梁部材と柱梁接合部の構造実験をと

おして長周期地震動の発生時に高層

建築物が多数回の繰り返し作用応力

で損傷する可能性に関するデータと

知見を整備するなど、社会的に注目

され、かつ将来の技術基準整備につ

ながる成果も着実にでている。 

・また、建築学会や建築研究開発コン

ソーシアム等の各種委員会等に積極

的に参画し、研究シーズの発掘に取

り組むとともに、社会ニーズの高い

課題に対応した研究開発を計画的に

実施している。 

・以上のとおり、中期目標の達成に向

けて優れた実施状況にある。 

・アジア等の開発途上国に対して貢献でき

る研究を、さらに積極的に幅広く行われた

い。 

・研究課題設定においては、深掘りすべき

研究と広域にわたるシステム研究のバラ

ンスに配慮しながら、ハード技術だけでな

く、ソフト技術についても成果を期待した

い。 

・低炭素化時代等をみすえ、機器のシステ

ム開発だけでなく、自然を生かした建築に

関する研究も取り組まれたい。 
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（２）他の研究機関等との連携等    

① 産学官との連携等による共同研究

の推進 

・外部の研究機関等との共同研究を積

極的に推進し、各年度において４０

件程度実施する。 

・共同研究の実施にあたっては「建築

研究開発コンソーシアム」の活用を

図る 

・海外の研究者の受け入れ、研究所の

職員の海外派遣等を積極的に実施

する 

・外部の研究機関等との共同研究を積極

的に推進し、４０件程度実施する 

・海外の研究機関との研究交流を推進す

る 

S 

・外部の機関との共同研究を５０件、

海外との共同研究を２９件実施し、

中期計画の数値目標（４０件程度）

を大幅に上回っている。 

・建築基準整備促進補助金事業では建

築研究所の主導の下で昨年度以上の

件数の共同研究により技術基準作成

に必要な知見の蓄積を促進したほ

か、建築研究開発コンソーシアムに

おいて、民間企業との共同研究、各

種研究会への参加などの取り組みを

積極的に行っている。 

・日本を代表する公的研究機関として

アジアを中心に海外との共同研究に

積極的に取り組んでおり、中国・同

済大学と「住宅・都市環境計画技術

研究会」を開催したほか、「蒸暑地域

住宅の研究／研修プログラム」を開

催し、インドネシア、サモア等との

研究交流を行っている。また、海外

との共同研究の成果の中には、カナ

ダの研究機関との共同研究で開発し

た大地震時における木造住宅の倒壊

に至るまでの挙動を解析する数値計

算手法など世界をリードするものも

ある。 

・以上のとおり、中期目標の達成に向

けて優れた実施状況にある。 

・アジア各国との共同研究推進に一層努め

られたい。 

・地震研修を終えて帰国した外国人研究者

との共同研究の推進など、国際的な貢献を

期待したい。 

・日本の森林がもっと活用されることにつ

ながる共同研究を実施されたい。 

・継続的に推進すべき長期的テーマと緊急

性の高い短期的テーマの推進のバランス

に留意されたい。 

・民間の活力を有効に引き出すための工夫

について留意されたい。 
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② 研究者の交流 

・国、大学、民間研究機関等との人

事交流を推進する 

・客員研究員又は交流研究員として

毎年度２０名程度の受入れを実施

する 

・海外から毎年度１５名程度の受入

れを実施する 

・国、大学、民間研究機関等との人事交

流を推進する 

・客員研究員又は交流研究員として２０

名程度の受入れを実施する 

・海外から１５名程度の受入れを実施す

る 

S 

・客員研究員又は交流研究員４７名、

海外研究員３５名を受け入れ、年度

計画（目標：客員研究員・交流研究

員２０名程度、海外から１５名程度）

を大幅に上回って目標を達成するな

ど、研究員の受け入れ、交流を積極

的に行っている。 

・特に、アジアを中心に海外からの研

究者受け入れを増やしているほか、

所内の受け入れ体制の強化も図っ

た。 

・研究開発力強化法を踏まえ、21 年

度にテニュア・トラック制度を導入

し、23 名の応募者の中から４名の

任期付研究者を採用しており、優秀

な研究者の採用に積極的に取り組ん

でいる。 

・以上のとおり、中期目標の達成に向

けて優れた実施状況にある。 

・研究者受け入れが増加している傾向は望

ましい。さらに交流を推進してほしい。 

・テニュア・トラック制度等の導入による

成果については、今後の成果を見る必要が

あるが、同制度の活用により研究者の質の

向上と入所希望者が一層増えるよう努め

られたい。 

（３）競争的研究資金等外部資金の活用 

  ・競争的研究資金を戦略的に獲得する 

・受託研究を積極的に実施する 

・文部科学省科学研究費補助金、国土交

通省住宅・建築関連先導技術開発助成

事業等の競争的研究資金の戦略的に要

求する 

・受託研究を積極的に実施する 
A 

・前年度を上回る件数の外部資金を獲

得するなど、中期目標の達成に向け

て着実な実施状況にある。 

・獲得件数は微増しているが、研究予算合

計に対する競争的研究資金の割合は増加

していないので、一層の努力が必要であ

る。 

・より大きな額の競争的資金の獲得や質の

高い研究の実施など、競争的資金確保に向

けて努力されたい。 

・同様に受託研究の受け入れにも一層の努

力をされたい。 
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（４）技術の指導 

  ・災害を含めた建築・都市計画技術に

関する技術指導を積極的に実施す

る 

・建築・都市計画技術に関する技術指導

を積極的に実施する 

S 

・「長期優良住宅先導的モデル事業」、

「住宅・建築物省ＣＯ２推進モデル

事業」の評価業務を実施するととも

に、建築研究所が世界をリードして

いる蒸暑地域向け省エネ技術をアジ

ア等に普及する建築環境技術研修を

開始するなど、住宅の長寿命化や省

ＣＯ２技術の推進とその普及に大い

に貢献した。 

・国土交通省関係施策への技術指導は

もちろん、環境省の地球温暖化対策

に係る中長期ロードマップづくりや

文部科学省の学校耐震化への協力な

ど、他省の施策に対する技術指導も

積極的に対応した。 

・イタリア・ラクイラ地震、チリ地震

を始めとする国内外災害調査を実施

するとともに、調査・委員会への研

究者派遣などの技術指導も積極的に

実施している。 

・地震や耐震に関する実績に加え、環

境問題に対する技術指導についても

取り組んでおり、実績を上げている。

・以上のとおり、中期目標の達成に向

けて優れた実施状況にある。 

・研究活動とのバランスに留意しつつ、引

き続き環境問題、災害調査に対する技術指

導に取り組まれたい。 

 6



 

 
（５）研究成果の普及等    

 ① 研究成果の迅速かつ広範な普及 

・研究成果発表を毎年度１０回以上実

施する 

・研究所のホームページのコンテンツ

充実等により、毎年度３００万件以

上のアクセス件数を目指す 

  ・研究内容及び成果を分かりやすく解

説した広報誌を発行する 

・施設の一般公開を毎年度２回実施す

る 

・研究成果発表を１０回以上実施する 

・研究所のホームページのコンテンツ充

実等により、３００万件以上のアクセ

ス件数を目指す 

・研究内容及び成果を分かりやすく解説

した広報誌を発行する 

・施設の一般公開を春と夏の２回実施す

る 

S 

・２２回の研究成果発表会（目標：10

回以上）を行い、研究成果の広範な

普及に努めた。 

・専門紙記者懇談会などメディアを通

じた情報発信数、テレビ等での紹介

回数は大きく増えており、このうち

建築研究所の記者発表を踏まえて新

聞等に掲載された件数は、前年度の

１８６回から２８２回へと大幅に増

加している。また、ホームページの

アクセス件数も約６３７万件（目

標：300 万件以上）と目標を大きく

上回っており、国民に対して存在感

を一層高めている。 

・また、建築研究所講演会には前年度

比１６％増の５３８名の参加者を得

た。来場者に対するアンケートでも、

約８５％が「良かった」とする意見

であり、好評であった。 

・春・夏の研究施設の一般公開（目標：

春と夏の年 2 回実施）には延べ１８

００名を越える見学者を受け入れ、

子供の理系離れに配慮した企画も行

われた。その他、建築研究所の施設

見学者は２１年度延べ８２２名であ

った。 

・耐震化、建築物の長寿命化、環境問

題、住宅の瑕疵問題など行政上推進

すべき技術の普及に貢献した。 

・以上のとおり、研究成果を広く普及

するための積極的な取り組みは、中

期目標の達成に向けて優れた実施状

況にある。 

・一般の人々向け、実務者向けのテーマを

別々に設定した成果の普及について、普及

媒体の検討を含め引き続き努めて欲しい。 

・環境的な技術の普及については強力に推

進してほしい。 

・さらに低炭素社会実現へのライフスタイ

ルの変革など、未来を先取りするような研

究成果の普及にも留意されたい。 
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 ② 論文発表と知的財産の活用促進 

  ・研究成果を学会での論文発表等によ

り、周知、普及する 

  ・査読付き論文の発信量について毎年

度６０報以上を目指す 

  ・知的財産権の創出とその適正管理を

推進する 

・査読付き論文の発信量について６０報

以上を目指す 

・知的財産権の創出とその適正管理を推

進する 

S 

・論文発表数５２２報、査読付き論文

数６５報であり、目標とする件数（査

読付論文６０報以上）はクリアーし

た。 

・これらの研究業績を踏まえ、所員が

空気調和衛生工学会の論文賞、文部

科学大臣表彰の若手科学者賞、日本

都市計画学会の論文奨励賞を受賞し

ている。 

・また、民間との共同研究にかかわる

１０件の特許が登録されており、前

年度の 5 件より大きく増えた（平成

１３年度以降総計３２件）。平成２１

年度特許等収入は約１３０万円であ

り、今後の更なる自己収入の増大に

向け、広報等の取り組みを開始した。

・以上のとおり、中期目標の達成に向

けて優れた実施状況にある。 

・順調と思われるので次年度もこの傾向を

維持すべく、論文発表において一層の努力

を期待する。 

・研究成果がどのようなところに反映され

たのかが分かるようにまとめられるとよ

い。 

・建築技術の工業所有権等知的財産権で経

済的に潤うケースは少ないが、広く国民が

使えることに意味があるということに留

意し、さらなる知的財産の創出による社会

貢献と同時に、保有特許の活用等適正管理

を推進されたい。 

 

 ③ 研究成果の国際的な普及等 

  ・職員を国際会議等に参加させるとと

もに、海外研究機関へ派遣する 

・国際的な情報発信を一層推進する 

・国際協力機構と連携した開発途上国

の研究者等の受入れと海外研究機

関への職員の派遣を推進する 

 

 

 

 

・職員を各種国際会議等に参加させると

ともに、海外研究機関へ派遣する 

・海外からの研究者の積極的受入れる 

・国際会議等を開催・支援する 

・国際協力機構と連携した開発途上国の

研究者等の受入れと海外研究機関への

職員の派遣を推進する 

S 

・国際会議等に延べ５１名の研究者を

派遣するとともに、地震応答制御建

築物に関する国際シンポジウムなど

２件の国際会議を開催（共催を含む）

した。 

・フィンランド政府など海外からの要

請による成果の普及やアジア等に対

する環境技術をはじめとする建築技

術の普及など、研究成果の普及に効

果的な活動が見られ、評価できる 

・我が国の技術のガラパゴス化を防ぐ

ためには、世界をリードする研究を

行い、その成果を海外に情報発信す

ることが必要であるが、アジア等の

国々に向けて「蒸暑地域住宅の研究/

研修プログラム」の一環として、建

築研究所が世界に先駆けて開発した

蒸暑地域向けの省エネ住宅設計技術

の普及を図る等、その一端が見えた

・環境技術等の国際的な貢献、アジアへの

普及を目指し、引き続き積極的に取り組ま

れたい。 

・日本の災害も多種多様になってきており、

海外事例を学ぶことは重要になってく

る。国際交流と普及はどんどん進められ

たい。 
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ことは評価できる。 

・ＪＩＣＡの要請に基づき、中国・四

川大地震の復興支援やチリ地震の現

地被害調査など５件の技術協力案件

があり、計１０名の職員を派遣した。

・さらに UNESCO（国際連合教育科

学文化機関）本部の協力による「建

築・住宅地震防災国際ネットワーク

プロジェクト」において、国際地震

工学研修の英語版講義ノート等をイ

ンターネット上で無償公開するな

ど、プロジェクトの中核機関として

着実にアクションプランを推進し

た。 

・急速に発展するアジアを含む世界の

国々との人脈づくり、技術提携の発

展など今後の関係づくりとしても評

価できる。 

・以上のとおり、中期目標の達成に向

けて優れた実施状況にある。 

 ④ 建築物内の地震動観測の推進 

  ・建築物内の地震動を観測するネット

ワークを充実する 

  ・観測記録等の積極的に公開する 

 

・建築物内の地震動を観測するネットワ

ークを充実する 

・観測記録等の積極的に公開する 

A 

・全国で計７６地点に２１４台の強震

計を設置し、多くの貴重な強震記録

を収集・公表した。このような建築

物に対する公表を行っているのは建

築研究所のみである。２１年度に新

たに設置したのは、国立国会図書館、

埼玉新都心合同庁舎２号館である。

・それらの記録を強震速報としてホー

ムページ上で公開する等、広範な研

究への利用を可能とした。 

・以上のとおり、中期目標の達成に向

けて着実な実施状況にある。 

・強震計を民間の建物を含む多様な建築物

に積極的に設置し、データベースを拡充・

公表されたい。 
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（６）地震工学に関する研修生の研修及び

国際協力活動 

・長期・短期あわせて毎年度３０名程

度の研修を実施する 

・カリキュラムの更なる充実等を図る 

・地震学や地震工学に関する研究を積

極的に実施する 

・長期・短期あわせて３０名程度の研修

を実施する 

・政策研究大学院大学と連携した修士号

授与やカリキュラムの充実を図る 

・国際的共通課題の解決に貢献するため

の研究開発等を進める 

S 

・開発途上国から目標を大きく上回る

５５名の研修生を受け入れ（目標：

３０名程度）、国際地震工学研修を着

実に行うとともに、政策研究大学院

大学と連携し、地震学コース、地震

工学コース、津波防災コースに計２

２名の研修生を受け入れ、全員に修

士号学位を授与した。 

・さらに日本政府の中国・四川大地震

の復興支援策として中国耐震建築研

修を平成 21 年度から開講し、毎年

２０名の中国人研修生の受け入れを

開始した。これら研修修了生が母国

で指導者となり、今後 3 年間で

5,000 名の耐震技術者を育成する

予定であることから、建研は大きな

役割を果たしている。 

・また、地震カタログの作成・公表や

講義ノート（英語）の公表、全世界

で発生した大地震に関するデータベ

ースの構築をほぼ終えるなど、地震

工学に関する先進的な研究の成果を

活かし、極めてよく国際協力・指導

に努めている。 

・これらの活動成果を国際地震工学セ

ンターのホームページより広く世界

に発信し、21 年度のアクセス件数

は前年度を 20 万件上回る 163 万

件となり、成果普及の積極的な取り

組みは評価できる。 

・以上のとおり、中期目標の達成に向

けて優れた実施状況にある。 

・過去５０年間途上国を中心に世界の地震

学及び地震工学の普及を行った結果、研修

終了後それぞれの国で要職につき活躍す

る人が増えていることはこれまでの地震

工学国際研修の優れた成果である。特に東

南アジアなど途上国の耐震技術の向上に

向け、これからの貢献をさらに期待した

い。 

・地震カタログの作成・公表や講義ノート

（英語）の公表などの成果については、今

後の活用状況を調べる必要がある。 

・地震多発国からの研修生を重点的に受け

入れ、日本の地震工学分野の先進性をアピ

ールされたい。 
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２．業務運営の効率化に関する目標を達成

するためとるべき措置 
 

 

 

 

 

（１）組織運営における機動性の向上 

・研究領域ごとに研究職員をフラット

に配置する 

・関連部門の研究職員を結集したプロ

ジェクトチーム制を活用する 

・研究支援業務を見直し、管理部門比

率を引き下げる 

・研究領域ごとに研究職員をフラットに

配置する 

・関連部門の研究職員を結集したプロジ

ェクトチーム制を活用する 

・研究支援業務の業務内容、業務フロー

の再点検作業を実施する 

A 

・研究領域ごとに職員をフラット配置

した組織形態及び関連分野の職員を

結集したプロジェクト・チーム方式

をとり、２０年度に長期住宅評価室、

省ＣＯ２評価室を設置し、さらに２

１年度はそれら室の増員を行い、研

究開発体制の強化を行った。 

・さらに１０個のプロジェクトチーム

を結成し、専門領域を超え共同して

研究開発が実施出来る体制を整え、

研究を推進した。 

・所内会議や職員との意見交換会等に

より、理事長による内部ガバナンス

の一層の強化に取り組んだ。 

・以上のとおり、中期目標の達成に向

けて着実な実施状況にある。 

・研究開発等業務運営の更なる効率化のた

め、所内外の人材活用や理事長による内部

ガバナンスなどにより、組織運営について

一層の機動性の向上を図られたい。 

（２）研究評価の実施及び研究者業績評価

システムの構築 

  ・研究開発の開始前、中間段階、終了

後に、必要性、実施状況、成果の質、

研究体制等について自己評価、内部

評価、外部評価を実施する 

・研究者個々の活動と成果に対する定

期的な評価システムを構築する 

・事後評価結果をその後の研究開発に

積極的に反映させる 

 

・自己評価、内部評価、外部評価を適切

に実施する 

・研究者の業績を評価するシステムによ

る評価を実施する 

 A 

・研究評価の実施については、自己評

価、内部評価、外部評価の順で各グ

ループ単位に適切に実施され、その

結果を踏まえた研究開発、予算配分

が行われるなど、研究評価体制が十

分整備されている。また、21 年度

は研究評価の客観性、公正さ、信頼

性を確保に留意しながら、研究評価

委員の見直しを行った。 

・研究者の質の向上と、評価者と被評

価者官の双方向のコミュニケーショ

ンの向上に向け、研究者業績評価シ

ステムの運用が開始された。 

・以上のとおり、中期目標の達成に向

けて着実な実施状況にある。 

・研究者の業績評価システムについては、

人数の少ない研究組織でもあることから

短期的な実績評価にとらわれないなど、慎

重に運用されたい。 
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（３）業務運営全体の効率化    

 ① 情報化・電子化の推進 

  ・決裁の電子化の本格導入や電子的情

報共有の一層の推進による文書の

ペーパーレス化を積極的に推進す

る 

 
・文書のペーパーレス化を推進するため、

電子的情報共有システムの一層の活用

を図る 
A 

・積極的に情報化・電子化を推進して

おり、中期目標の達成に向けて着実

な実施状況にある。 

・過度なペーパーレス化の推進により、業

務に支障のないよう注意されたい。 

 ② アウトソーシングの推進 

  ・一層のアウトソーシングを推進する ・定型的業務のアウトソーシングを実施

する 

・研究支援業務の合理的な業務運営に向

けた検討を推進する A 

・自らの行うべき業務に集中・特化し、

質の高い業務実施が可能となるよ

う、アウトソーシングの適否につい

て個別に検討した上で、研究補助業

務、施設管理業務等について適切に

アウトソーシングを行っており、中

期目標の達成に向けて着実な実施状

況にある。 

・アウトソーシングが予算の無駄につなが

ることも多いので注意されたい。 

③ 一般管理費及び業務経費の節減 

・一般管理費について、平成１７年度

予算額に対し平成２２年度までに

１５％相当額を削減する 

・業務経費について、平成１７年度予

算額に対し平成２２年度までに

５％相当額を削減する 

・一般管理費及び業務経費について、平

成２０年度予算額に対しそれぞれ

３％、１％削減した予算の範囲内で適

切に執行する A 

・光熱水費の削減等の取り組みにより、

一般管理費を３％削減した予算の範

囲内（目標：３％削減）で執行を行

い、また、業務経費についても１％

削減した予算の範囲内（目標：１％

削減）で適切に執行し、中期目標の

達成に向けて着実な実施状況にあ

る。 

－ 

（４）施設、設備の効率的利用 

・外部の研究機関の利用促進を図るた

め、外部の研究機関が利用可能な期

間を年度当初に公表 

・外部機関に対し事前に施設利用意向

を聴取し、研究所の施設利用計画と

の調整を行う方式を導入 

・外部の研究機関の利用促進を図るため、

外部の研究機関が利用可能な期間を年

度当初に公表する 

 

A 

・２１年度は２７件の外部機関による

施設・設備の利用があり、外部機関

による利用促進がはかられた。 

・４回の公開実験等を開催し、実験施

設の紹介を行ったり、業界関係者の

視察を積極的に受け入れるなど、施

設貸し拡大のための取り組みは評価

できる。また、更なる自己収入の拡

大に向け、実験施設を広報するパネ

ル、パンフレットの作成について検

討している。 

・以上のとおり、中期目標の達成に向

けて着実な実施状況にある。 

・産学官連携による共同研究の推進等によ

り、施設・設備の効率的利用に努められた

い。 
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３．予算（人件費の見積りを含む。）、収支

計画及び資金計画 

（１）予算 

（２）収支計画 

（３）資金計画 

 

 

（１）予算 

・「随意契約見直し計画」を踏まえ、随

意契約によることが真にやむをえな

いものを除き、一般競争入札等によ

り実施する 

（２）収支計画 

（３）資金計画 

A 

・定められた予算等について計画的な

執行を行っている。 

・また、契約の公正性・透明性の確保

に努め、随意契約の割合は全契約数

の８．８％、金額にして５．５％で

ある。いずれも民間企業等で、公益

法人との契約はなかった。競争入札

においては、１者応札は前年度比９．

７％減の７２．７％となっている。

その原因は業務の特殊性であるとみ

られるが、契約状況について契約監

視委員会のチェックを受け、アンケ

ート調査の実施等の改善策を講じ

た。 

・総合評価落札方式の導入に向けた検

討も進んでいるとともに、複数年度

契約についても明確に規程に位置づ

けるなど着実に進められている。 

・以上のとおり、一般競争入札等への

移行について中期目標の達成に向け

て着実な実施状況にある。 

・一者応札が多くならないようさらに努め

られたい。 

・透明性の確保について引き続き留意され

たい。 

４．短期借入金の限度額 

・単年度４００百万円を限度とする 

 

・４００百万円を限度とする 
－ 

平成２１年度は該当なし － 

５．重要な財産の処分等に関する計画  
― 

平成２１年度は該当なし － 

６．剰余金の使途 

・研究開発及び研究基盤の整備充実に使

用する 

 

― 

平成２１年度は該当なし － 
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７．その他主務省令で定める業務運営に関

する事項 

 

 
 

 

 

－ 

（１）施設及び設備に関する計画 

 

 

A 

・研究環境の改善に向けた優先度を勘

案し、計画通り改修工事等を実施し

ている。特に２１年度は、研究開発

に必要な実験施設の整備を計画通り

実施し、中期計画達成に向けて着実

な実施状況にある。 

 

（２）人事に関する計画 

・国、大学、民間研究機関等との人事交

流を推進するとともに適切な人員管

理に努める 

・人件費について、平成１７年度予算額

に対し平成２２年度までに５％以上

を削減する 

・国、大学、民間研究機関等との人事交

流の進め方を検討する 

・適正な人員管理を実施する 

・人件費について、平成２０年度予算額

に対し０．５％削減した予算の範囲内

で適切に執行する 

・国家公務員の給与構造改革等を踏まえ

給与規程等を見直しする 

A 

・人件費は１７年度予算に対して６．

２％削減した予算の範囲内（目標：

22 年度末までに５％以上削減）で

適切な執行を行うなど、中期目標の

達成に向けて着実な実施状況にあ

る。なお、実績ベースでは３．３％

削減となっているが、平成２２年度

末までには適切な人員管理により

５％以上の削減を達成できるとの展

望も示されており評価できる。 

・給与水準の対国家公務員指数につい

ては、事務・技術職員で１０４．３、

研究職員で１０２．７となっている。

・研究機関として優秀な人材確保に努めら

れたい。 

＜記入要領＞・項目ごとの「評定結果」の欄に、以下の段階的評定を記入するとともに、その右の「評定理由」欄に理由を記入する。 

ＳＳ：中期目標の達成に向けて特筆すべき優れた実施状況にあると認められる。 

Ｓ ：中期目標の達成に向けて優れた実施状況にあると認められる。 

Ａ ：中期目標の達成に向けて着実な実施状況にあると認められる。 

Ｂ ：中期目標の達成に向けて概ね着実な実施状況にあると認められる。 

Ｃ ：中期目標の達成に向けて着実な実施状況にあると認められない。 
・ＳＳをつけた項目には、特筆すべきと判断した理由として、他の項目における実績との違いを「評定理由」欄に明確に記述するものとする。 
・必要な場合には、右欄に意見を記入する。 



平成２１年度業務実績評価調書：独立行政法人建築研究所 

 
 

総合的な評定 
 

 

業 務 運 営 評 価（実施状況全体） 
 
 

評点の分布状況（項目数合計：２０項目）              （２０項目） 
ＳＳ  ０項目  
Ｓ  ９項目  
Ａ  １１項目  
Ｂ  ０項目  
Ｃ  ０項目  

 
 

総 合 評 価 
（法人の業務の実績） 

○研究開発関連 

・「低炭素社会」「住宅等の長期使用」など社会的要請の高い重点的研究開発課題に対して、研究所予算の

70.4%を充当し（目標は概ね 70％）、重点化を図るとともに、「建設廃棄物に由来する再生骨材・木質

再生材料の活用技術の開発」など建築基準法等の技術基準に反映させるような質の高い成果をあげてい

ることを評価。 

・基盤研究として、アジアなど開発途上国における地震災害低減、環境改善に関する課題のほか、社会的

ニーズに応える研究にも意欲的に取り組んでおり、長周期地震動の発生時に高層建築物が損傷する可能

性に関するデータ・知見を整備するなど、社会的に注目され、かつ将来の技術基準整備につながる成果

を着実にあげていることを評価。これらの成果のなかには、世界をリードするものもある。 

・目標（40 件程度）を大きく上回る 78 件の共同研究を国内外で実施していることを評価。その成果には、

カナダの研究機関との共同研究で開発した大地震時における木造住宅の倒壊に至るまでの挙動を解析す

る数値計算手法など世界をリードするものもある。 

・目標（客員研究員・交流研究員 20 名程度、海外から 15 名程度）を大きく上回る客員研究員・交流研

究員 47 名、海外研究員 35 名を受け入れ、研究者の交流を積極的に行っていることを評価。 

・建築研究所が世界をリードしている蒸暑地域向け省エネ技術をアジア等に普及する建築環境技術研修を

開始するなど、住宅の長寿命化や省 CO2 技術の推進とその普及に大いに貢献したことを評価。 

・UNESCO（国際連合教育科学文化機関）本部の協力による「建築・住宅地震防災国際ネットワークプロ

ジェクト」において、プロジェクトの中核機関として着実にアクションプランを推進したことを評価。

・日本政府による中国・四川大地震の復興支援策として、今後 3 年間で 5,000 名の耐震技術者を育成す

る「中国耐震建築研修」を平成 21 年度から開講し、中国人指導者候補の研修生として毎年 20 名の受

け入れを開始しており、復興支援策において大きな役割を果たしていることを評価。 

 

○業務運営の効率化関連 

・機動性のある組織体制の構築、契約の透明性・公平性の確保、予算の適切な範囲での執行、内部統制の

確保など、業務運営の効率化に着実に取り組んでいる。 

 

・以上のとおり、業務全般について中期計画の達成に向けて着実な実施状況にあると認められる。 

 

（課題・改善点、業務運営に対する意見等） 

・社会経済的な変動に伴って研究課題も変化するので、進捗状況をみながら研究方向を的確に判断するた

め、臨機応変に対応できる体制により、研究開発に取り組まれたい。 

・一般住宅において環境問題に対する国民の意識の一層の向上につながる研究を期待する。 

・優良住宅を社会資産として整備して海外に技術移転できる研究、住宅・建築等の国際技術基準につなが

る研究、建築技術の高度化に伴い複雑化する技術基準の円滑な運用に資する研究に取り組まれたい。 

・研究・業務の運営にあたり、自己収入の拡大を図られたい。 

 



 

  

（その他） 

・研究開発関連では高い評価（S）が多く、業務運営の効率化関連の評価はすべてＡであり、結果的に全体

としては着実な実施状況（A）にあるという評価となった。今回の評価内容を研究開発関連の項目と業

務運営の効率化関連の項目に分類すると、次のとおり。 

研究開発関連（11 項目）･･･S：９項目、A：２項目 業務運営の効率化関連（9 項目）･･･A：９項目

・次期中期目標期間における評価に際して、研究開発系独法の特性を踏まえた評価ができるよう評価項目

を検討する必要がある。 

 

 
 
総合評定 

（SS , S , A , B , C の５段階） 

 

A 

 

（評定理由） 

 

個別項目ごとの評点の分布状況を勘案し、総合評定は A とする。

 



総務省政独委「平成20年度における国土交通省所管独立行政法人の業務の実績に関する評価の結果等についての
及びその評価

別紙
意見について」等への対応の実績

実績 評価
○政府方針等
①これまでに実施された事業
１年１１月及び２２年４月）で当
係る事項が対象となっている場
は、事業仕分けの評価結果を
対応
②業務・事業は、民間の主体
た場合には必ずしも実施され
れがあるもの等に限定されて
③研究開発関係の事業をはじ
他の独立行政法人等で類似の
行っている事業について、重複
事業主体の一元化や効率的な
図られているか。

①平成22年4月の事業仕分
築及び都市計画に係る技術
研究及び開発等」について
執行において基準作成関連
学に関する研修関連のもの
こととした。平成23年度につ
重点化・効率化に努めると
政法人全体の見直しに適切

仕分け（２
該法人に
合に

踏まえた

にゆだね
ないおそ

けで対象となった「建
に関する調査、試験、

は、平成22年度予算の
以外の研究（地震工
を除く。）を実施しない
いても、同様に研究の

ともに、今後の独立行
に対応する予定。

左記実績欄の内容について確認した。法人の取組は評価できる。
研究の一層の重点化・効率化や、今後の独立行政法人全体の見
直しへの対応にあたっては、建築・都市計画に関する技術は国の
かたちをつくる要であることを明確にしたうえで取り組むべきであ
る。

②建築研究所の研究開発
び都市に関する国の技術基
の研究に重点化を図ってお
い、一層の重点化・深化を
地震工学に関する研修は、
途上国で帰国後指導的立場
究者に対して、技術の普及
新の知見など地震工学に関
効率的に修得させる研修を
このように 建築研究所の業務は民間の主体に委

いるか。
めとする
取組を
排除、
連携が

このように、建築研究所の業務は民間の主体に委
ねた場合には実施されない
る。

は、住宅、一般建築及
準に反映させるため
り、今後も総点検を行

図る予定である。
国連等の国際機関や
にたつ行政官又は研

方策やマネジメント、最
する総合的な知識を

実施している。

左記実績欄の内容について確認した。法人の研究開発について
は、国の技術基準等に反映されるような成果が数多く認められ
る。研究課題の総点検にあたっては、法人の業務が民間の主体
に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの等に限
定されるよう、十分に留意し実施されたい。

おそれのあるものであ

③建築研究所の研究開発
国の技術基準等への反映
で活用され、我が国の住宅
の確保・向上に貢献するた
独立行政法人等の研究開
の反映先、研究対象が異な
研究課題の特性に応じ、研
共同で取り組むことが効果
込める場合には、適切な役
究を実施している。
国際地震工学研修は、開発
を対象とした地震工学に関
て、わが国唯一のものであ
今後の独立行政法人全体
切に対応する。

は、建築基準法などの
させることにより、民間
、一般建築、都市の質
めのものであり、他の
発と研究の目的や成果
り、重複はない。また、
究の一部を他の機関と
的、効率的であると見
割分担のもとで共同研

途上国からの研修生
する総合的な研修とし
る。
の見直しに合わせて適

左記実績欄の内容について確認した。今後の研究開発にあたっ
ては、引き続き他の研究機関との重複排除や研究テーマに応じた
効率的な役割分担と連携を図っていくべきである。
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○財務状況
①法人又は特定の勘定で、年
在に100億円以上の利益剰余
している場合、その規模の適切
利益剰余金が事務・事業の内
し過大なものとなっていないか
②事業の受益者の負担、民間
付・協賛等の自己収入の拡大
取組

実績
①該当しない。

度末現
金を計上
性（当該

容等に比
）

評価
左記実績欄について該当しないことを確認した。

②競争的資金等外部資金
設備の効率的利用及び施
討により、自己収入の拡大

からの寄
に向けた の積極的獲得、施設・

設使用料の増額改訂検
を図っている。

左記実績欄の内容について確認した。法人の取組は評価できる。
競争的資金の課題数は増加したものの、金額ベースでは横ばい
であること、施設・設備の貸出しは件数ではほぼ前年度並みであ
るものの金額では４割減となっていることから、今後は更なる自己
収入の拡大に向けた取組みに努められたい。

○保有資産全般の見直し
（実物資産）
①保有する建物、構築物、土
いて、
ⅰ）法人の任務・設置目的との
任務を遂行する手段としての
有効性等、
ⅱ）事務・事業の目的及び内容
た資産規模の適切性
ⅲ）現在の場所に立地する業
要性等
ⅳ）資産の利用度等
ⅴ）経済合理性
といった観点に沿った保有の
ついての検証（財源調達の際
なコストを勘案し、それに見合
得られるかどうかを慎重に検証
②賃貸により使用する建物、構
土地等について、
ⅰ）法人の任務・設置目的との
任務を遂行する手段としての
有効性等、

①保有する実験施設等は、
有用かつ必要で有効活用し
適切である。施設はいずれ
産については減損調査を行
も認められる。

地等につ

整合性、
有用性・

に照らし

務上の必

研究開発等のために
ており、資産の規模も

も所内にある。主要財
っており、経済合理性

左記実績欄の内容について確認した。法人の取組は評価できる。

②賃借する建物は、国土交
いる所の本館及び付属建物
の運営上、有用かつ必要で
模及び経済合理性も適切で

必要性に
の実質的
う便益が

）
築物、

整合性、
有用性・

通省から貸与を受けて
等である。所の業務
有効活用しており、規
ある。

左記実績欄の内容について確認した。法人の取組は評価できる。

別紙2



有効性等、
ⅱ）事務・事業の目的及び内容
た資産規模の適切性
ⅲ）現在の場所に立地する業
要性等
ⅳ）資産の利用度等
ⅴ）経済合理性
といった観点に沿った賃借の
ついての検証（財源調達の際
なコストを勘案し、それに見合
得られるかどうかを慎重に検証

③上記の検証結果及び財務諸
ける減損又はその兆候、「遊休
の状況等を踏まえ、
ⅰ）本来業務に支障のない範
効活用可能性の多寡、
ⅱ）政策的必要性や効果に応
最小限の保有・賃借となってい
ⅲ）効果的な処分
といった観点に沿った処分等
び検討結果を踏まえた取組び検討結果を踏まえた取組
④特に、東京事務所、海外事
修施設等について、引き続き
ける必要があるか、効率化を
できないか等（廃止、統合、組
超えた共用化等ができないか

実績
③屋外火災実験場観測制
ており、引き続き保有資産
直し状況については、監事
る。
また、研究に支障のない範
機関に貸し出ししている。
さらに、建築研究所法に基
額を中期目標期間終了時に
定。
なお、福利厚生施設等は保

に照らし

務上の必

必要性に
の実質的
う便益が

評価
御室を20年度に廃止し
の見直しに努める。見
等によるチェックを受け

囲で実験施設等を外部

づき剰余金等の残余の
国庫に納付する予

有していない。

左記実績欄の内容について確認した。法人の取組は評価できる。

④東京事務所、海外事務所
た所内にある研修施設は実
通して、地震工学に関する
している。

）

表にお
資産」等

囲での有

じた必要
るか、

の検討及

務所、研
設置し続
図ることが
織の枠を
）

は設置していない。ま
習室等であり、年間を

研修のために有効活用

左記実績欄の内容について確認した。法人の取組は評価できる。

（金融資産）
①個別法に基づく事業におい
る資産（以下「事業用資産」と
ついて、任務を遂行する手段
有用性・有効性、事務・事業の
び内容等に照らした資産規模
の観点からの見直し（財源調達
実質的なコストを勘案し、それ
便益が得られるかどうかを慎
及び見直し結果を踏まえた取
②事業用資産以外も含め、保
金・預金、有価証券等の資産
て、負債や年度を通じた資金

①該当しない。
て運用す
いう。）に
としての
目的及
の適切性

左記実績欄について該当しないことを確認した。

②運営費交付金及び施設
て、必要とする時期に適正
いる。

の際の
に見合う

重に検証）
組
有する現
につい
繰りの状

整備費補助金につい
な現金の交付を受けて

左記実績欄の内容について確認した。法人の取組は評価できる。
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況等を考慮した上での、保有
性、保有目的に照らした規模の
の観点からの見直し（財源調達
実質的なコストを勘案し、それ
便益が得られるかどうかを慎
及び見直し結果を踏まえた取
③融資等業務以外の債権のう
金について、当該貸付の必要
④積立金の規模

実績
③該当しない。の必要

適切性
の際の

に見合う

評価
左記実績欄について該当しないことを確認した。

④平成21年度末時点の利
（研究開発及び研究基盤整
金)3百万円、積立金70百万

重に検証）
組
ち貸付
性の検討

益剰余金は73百万円
備積立金(目的積立
円）である。

左記実績欄の内容について確認した。法人の利益余剰金等の規
模は適切であると認められる。今後自己収入の拡大等により、さ
らに増えることを期待する。

（知的財産等）
実施許諾等に至っていない知
ついて、その原因・理由、実施
能性、維持経費等を踏まえた
要性の観点からの見直し及び
果を踏まえた取組

的財産に
許諾の可

保有の必
見直し結

権利化の可能性が低いと判
げを行っている。今後さらに
用対効果が得られない案件
理に努めていく。

断された段階で取下
、情勢の変化に伴い費
を見極めるべく適正管

左記実績欄の内容について確認した。法人の取組は評価できる。

○資産の運用・管理
（実物資産）
①保有する建物 構築物 土地等につ①保有する建物、構築物、土地等に
いて、
ⅰ）活用状況等の把握
ⅱ）活用が低調な場合は、その
明確化及びその妥当性の検証
ⅲ）維持管理経費、施設利用
把握
ⅳ）アウトソーシング等による
の効率化及び利用拡大等によ
収入の向上に係る取組
②賃貸により使用する建物、構
土地等について、
ⅰ）活用状況等の把握
ⅱ）活用が低調な場合は、その
明確化及びその妥当性の検証
ⅲ）維持管理経費、施設利用
把握

①保有する実験施設等は研
効活用している。また、自己
外部が利用可能な期間等も公表し外部が利用可能な期間等も公表し
的利用に取り組んでいる。
利用等収入は適切に把握

つ

原因の

究開発等のために有
収入の拡大のため、

施設の効率

左記実績欄の内容について確認した。法人の取組は評価できる。

、施設の効率
維持管理経費及び施設
している。

②賃借する建物は、国土交
いる所の本館及び付属建物
の運営上、有用かつ必要で
持管理業務は、国土交通省
トソーシングをしており、そ
国土交通省と適切に分担し

収入等の

管理業務
る自己

築物、

通省から貸与を受けて
等である。所の業務
有効活用している。維
との協定に基づきアウ

の経費も協定に基づき
ている。

左記実績欄の内容について確認した。法人の取組は評価できる。

③宿舎を有していない。

原因の

収入等の

法人は宿舎を有していないことを確認した。
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ⅳ）アウトソーシング等による
の効率化及び利用拡大等によ
収入の向上に係る取組
③宿舎（借上物件を含む）につ
居率が低い、空き部屋数が多
独法の役職員以外の者の入居
が多いものはないか。
④宿泊施設及び教育・研修施
ル・会議所（借上物件を含む）
が低いものはないか。
⑤展示施設（借上物件を含む
者数と経費は適切か。
⑥高額（取得価格５０００万円
設備・機器、車両・船舶の稼働
費は適切か。

実績
④所内にある研修施設は実
通して、地震工学に関する
している。また、宿泊施設、
物件を含む）は保有してい

管理業務
る自己

いて入
い、当該

評価
習室等であり、年間を

研修のために有効活用
ホール、会議所（借上

ない。

左記実績欄の内容について確認した。法人の取組は評価できる。

⑤平成21年度の展示館の
る。また、施設は研究所内
光熱水料であり適切に管理

部屋数

設・ホー
で稼働率

）の利用

利用者は2,433名であ
にあるため経費は主に
運営している。

左記実績欄の内容について確認した。法人の取組は評価できる。

⑥高額な設備・機器は研究
備・機器であり、有効活用し
務に使用し、適正に運行し
持していない。

以上）な
状況と経

開発に必要な実験設
ている。車両は日常用

ている。なお、船舶は所

左記実績欄の内容について確認した。法人の取組は評価できる。

（金融資産）
①個別法に基づく事業において運用す①個別法に基づく事業において運用す
る資金について、運用方針等
及び運用体制の確立
②融資等業務による債権で貸
表計上額が100億円以上のも
て、貸付・回収の実績のほか、
審査及び回収率の向上に向け

①該当しない。

の明確化

左記実績欄について該当しないことを確認した。

②該当しない。借対照
のについ
貸付の
た取組

左記実績欄について該当しないことを確認した。
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、 、 。

（知的財産等）
特許権等の知的財産について
活用の実績及びそれに向けた
組
ⅰ）出願に関する方針の策定
ⅱ）出願の是非を審査する体
ⅲ）知的財産の活用に関する
定・組織的な活動
ⅳ）知的財産の活用目標の設
ⅴ）知的財産の活用・管理のた

実績

、出願・
次の取

制の整備
方針の策

定
めの組

特許等の出願は毎年度積
録は32件になる。平成21年
円の収入を得た。出願に関
査体制は「職務発明取扱規
に対応している。更なる特許
め、建築研究所が保有して
の発信を平成21年度から開
所のミッションは国の技術基
の研究を行うことであり、知
なじまないため設定してい

評価
極的に実施し、特許登
度活用実績は約130万
する方針及び所内審
程」として定め、組織的
等の活用を図るた

いる特許に関する情報
始したところである。
準等へ反映するため

的財産の活用目標は
ない。

左記実績欄の内容について確認した。更なる特許等の活用を図
るため、特許の情報発信を開始するなど、法人の取組は評価でき
る。

織体制の整備 等
○人件費管理
①諸手当及び法定外福利費に
の昨年度政独委からの指摘事
対応（建研、奄美基金を除く）
②「独立行政法人の法定外福
の見直しについて」（平成22年
総務省行政管理局長通知）の
法人の互助組織への支出の廃
食事補助の支出の廃止、ⅲ）
人で支出されていないものと同人で支出されて な もの
出の原則廃止）が守られてい
③保険料の法人負担割合が２
時点で５０％を超えていないか
④出張の際の支度料が２１年
で存在していないか。
⑤法人の給与水準自体が社会
解の得られるものとなっている
⑥国家公務員と比べて給与水
い場合、その理由及び講ずる
人の設定する目標水準を含む
ての法人の説明が、国民に対
の得られるものとなっているか
⑦国の財政支出割合の大きい
び累積欠損のある法人につい
財政支出規模や累積欠損の状
まえた給与水準の適切性に関
の検証状況

①該当しない。
ついて
項への

左記実績欄について該当しないことを確認した。

②平成22年5月6日付け総
「独立行政法人の法定外福
遵守している。

利厚生費
５月６日
内容（ⅰ）
止、ⅱ）

国や他法

務省行政管理局通知
利厚生費の見直し」を

総務省行政管理局通知の内容を遵守していると認められ、評価
できる。

③保険料については、研究所が国土交通省共済様の支 ③保険料については 研究所が国土交通省共済
組合本省支部の所属所であ
合になっている。

同様の支
るか。
１年度末

左記実績欄の内容について、妥当であると評価。
り、国と同様の負担割

左記実績欄の内容について 妥当であると評価

④建築研究所の旅費規程
在しない。

。
度末時点

的な理
か。

において、支度料は存 左記実績欄の内容について、妥当であると評価。今後も、必要に
応じて、実情に見合った規程改訂に取り組まれたい。

⑤ラスパイレス指数は、事
研究職員が102.7とそれぞれ
なっている。この理由は、今
となった職員は少数であり
に現れやすいこと、及び対
員の平均年齢に比べて高い
監事監査では「職員の給与
家公務員と同等となってお
準と考えられる」との意見を

準が高
措置（法
）につい
して納得
。
法人及
て、国の
況を踏

する法人

務・技術職員が104.3、
国家公務員よりも高く

回の比較指標の対象
一人一人の結果が数値
象者の年齢が国家公務

こと等があげられる。
水準は給与規程上国

り、適切かつ妥当な水
頂いている。

法人の給与水準が国家公務員よりも高くなっているが、左記実績
欄の理由によりやむを得ないものであると認められる。今後も引
き続き適正な人件費管理に努力すべきである。
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⑧総人件費改革についての取
況と平成１８年度からの５年間
上の削減を確実に達成するた
（併せて、給与水準又はラスパ
数が上昇している場合には、そ

実績
⑥ラスパイレス指数は、事
研究職員が102.7とそれぞれ
なっている。この理由は、今
となった職員は少数であり
に現れやすいこと、及び対
員の平均年齢に比べて高い
監事監査では「職員の給与
家公務員と同等となってお
準と考えられる」との意見を

組の状
で５％以
めの展望
イレス指
の理由）

評価
務・技術職員が104.3、

国家公務員よりも高く
回の比較指標の対象

一人一人の結果が数値
象者の年齢が国家公務

こと等があげられる。
水準は給与規程上国

り、適切かつ妥当な水
頂いている。

法人の給与水準が国家公務員よりも高くなっているが、左記実績
欄の理由によりやむを得ないものであると認められる。今後も引
き続き適正な人件費管理に努力すべきである。

⑦監事監査において「職員
程上国家公務員と同等とな
当な水準と考えられる」との

の給与水準は給与規
っており、適切かつ妥
意見を頂いている。

左記実績欄の内容について確認した。法人の給与水準の適切性
について監事監査を受け、「適切かつ妥当な水準」との意見を得
ており評価できる。

⑧総人件費改革の取組状
算額に対し、平成21年度は
え、6.2％削減した。決算額
度の決算額に対し、平成21
なった。
適切な人員管理により、平
算ベースでも5％削減を達成
また、ラスパイレス指数は、
職員ともに前年度よりも高
は、今回の比較指標の対象
あり一人一人の結果が数値
び対象者の年齢が国家公
て高いこと等があげられる

況は、平成17年度の予
目標値である5％を超
については、平成17年
年度は3.3％の削減と

左記実績欄の内容について確認した。決算ベースでは平成21年
度時点で3.3％の削減となっているが、平成22年度末までには適
切な人員管理により5％以上の削減を達成できるとの展望も示さ
れており評価できる。
また、法人の給与水準が国家公務員よりも高くなっているが、左

成22年度末までに、決
できる見込み。

事務・技術職員・研究
くなっている。この理由

となった職員は少数で
に現れやすいこと、及

務員の平均年齢に比べ
。

記実績欄の内容の理由によりやむを得ないものであると認められ
る。今後も引き続き適正な人件費管理に努力すべきである。

○契約
①契約についての昨年度政独
指摘事項への対応
②随意契約見直し計画におけ
のない随意契約の削減目標（
達成状況
③随意契約による契約におい

①複数年契約については、
おいて、新たに規程を定め
総合評価方式については、
を整備し、22年度より開始す

委からの

る競争性
件数）の

て再委託

契約業務取扱規程に
、取扱いを明確化した。
ガイドライン、実施要領
ることとした。

左記実績欄の内容について確認した。昨年度政独委から指摘さ
れた事項に適切に対応していると評価。

別紙7



は

割合（金額）が５０％以上の案
か。
④１者応札の割合（件数）が５
又は前年度より増加となってい

実績
②「随意契約の見直し計画
から真にやむをえないもの
等に移行した。平成21年度
（8.8%）で30,380千円（5.5%）

件がない

０％以上
ないか。

評価
」に基づき平成20年度
以外は一般競争入札
の随意契約は、9件
となっている。

左記実績欄の内容について確認した。「随意契約の見直し計画」
の取組状況は評価できる。平成21年度の契約実績は、競争性の
ない随意契約が件数及び全契約に占める件数の割合で増加し、
金額及び全契約に占める金額の割合も増加している。国民への
説明責任を果たす観点から、競争性のない随意契約の割合が増
加している場合には、その理由を明確にすべきである。

③随意契約に限らず、業務
部分を第三者に再委託する
する内部規程を整備してい
契約による契約において再

の全部または主体的
ことを原則として禁止

る。平成21年度の随意
委託の実績はない。

左記実績欄の内容について確認した。法人の取組は適切である
と評価。

④平成21年度は「一者応札
方策」をとりまとめ・実施した
のうち一者応札は64件（72
9.7％低下した。一者応札の
は 研究に関する業務の特殊性、研究に関する業務の特殊性
等の保守点検業務における
約監視委員会の報告を踏ま
のアンケート調査等の改善
争性を確保するため、今後
ていく予定。

・一者応募に係る改善
結果、競争入札88件

.7％）で、前年度より
割合が高い理由として

研究 実験施設

左記実績欄の内容について確認した。一者応札の割合が昨年度
より減少しており評価できるが、依然として高い水準（前年度の全
研究開発独立行政法人の平均値は64％）であり、今後も契約監
視委員会の報告を踏まえ、更なる競争性の確保に努められたい。

、研究・実験施設
専門性などがある。契
え、要因分析のため

策を講じた。更なる競
も新たな方策を検討し

○法人の長のマネジメント
①法人の長がリーダーシップ
きる環境は整備されているか
②法人のミッションを役職員に
体的に周知徹底しているか。
③法人のミッション達成を阻害
（リスク）のうち、組織全体とし
むべき重要なものについて把
応しているか。また、それを可
ための仕組みを適切に構築し
か。

①組織、人事、予算、研究
について、理事長が意思決を発揮で

。
対し、具

する課題

開発など組織運営全て
定を行っている。

法人の長がリーダーシップを発揮していると認められ評価できる。

②所内会議、理事長による
により、法人のミッションを役
徹底している。

て取り組
握し、対
能とする
ている

職員との意見交換会等
職員に具体的に周知

法人のミッションを役職員に具体的に周知徹底していると認めら
れ評価できる。
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④法人の長は、内部統制の現
に把握しているか。また、内部
実・強化に関する課題がある場
は、当該課題に対応するため
適切に作成されているか。

実績
③所内会議、理事長による
より、情報の共有化に努め
ションの達成を阻害する課
例えば、研究開発の実施が
付金が毎年減額されるなど
は、理事長ら幹部が対策を
応しており、その仕組みは

状を適切
統制の充
合に

の計画が

評価
職員との意見交換会に
るとともに、法人のミッ
題の把握を行っており、
必要な中で運営費交
、課題が発生した場合
まとめ、所内に周知・対

適切に構築されている。

左記実績欄の内容について確認した。法人の取組は適切である
と評価。

④所内会議等により理事長
把握している。さらに平成2
究グループ等別に職員と定
交換会を開始した。内部統
題が生じた場合は、理事長
め、所内に周知・対応してい

は内部統制の現状を
1年度より理事長が研
期的に懇談する意見
制の充実・強化する課
ら幹部が対策をまと
る。

左記実績欄の内容について確認した。法人の取組みは評価でき
る。

○法人の長のマネジメントに係
的な取組
①マネジメントの単位ごとのア
プランを設定しているか（評価
定を含む）。
②アクションプランの実施に係
ス及び結果について、適切に
グを行い、その結果を次のアク
ランや予算等に反映させてい

①独立行政法人通則法に
定める中期目標を達成する
度計画を定めている。また
たり、理事長は研究評価及
を研究グループ単位ごとに
画となるよう指導している。
ている「研究評価実施要領
して定めている。

る推奨

クション
指標の設

るプロセ
モニタリン

ションプ
るか。

基づき、国土交通省が
ため、中期計画及び年

、研究開発の実施にあ
び進捗状況ヒアリング
実施し、適切な研究計
評価の指標は、公表し
」において、評価項目と

左記実績欄の内容について確認した。法人の取組みは評価でき
る。
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③

実績
②研究開発の実施にあたり
実施要領に基づく研究評価
研究計画の進捗状況ヒアリ
その結果に基づき研究計画
理事長は研究評価結果を基
行っている。

評価
、理事長は研究評価
及び年度計画に基づく
ングを実施している。
は更新される。また、
に研究予算の配分を

左記実績欄の内容について確認した。法人の取組は評価できる。

○その他内部統制
① 監事監査において法人の長
ジメントについて留意されてい
②監事監査において把握した
については、必要に応じ、法人
係役員に対し報告されている
③各法人における事業の内部
自己評価について、法人内部
結させず対外的な透明性が確
いるか、事業の実効性が上が
なっているか。

①理事長は所のマネジメン
り、それを踏まえた上で、監
ている。監事は監査の結果
知するとともに、理事ら幹部
よっても通知している。

のマネ
るか。
改善点等
の長、関

トを適切に遂行してお
事は監事監査を実施し
を文書等で理事長に通
も同席の下で面談に

監事監査は、法人の長のマネジメントに留意して実施されている
と認められ、評価できる。

②理事長は所のマネジメン
り、それを踏まえた上で、監
ている。監事は監査の結果
知するとともに、理事ら幹部
よっても通知している。

か。
審査や
限りで完
保されて
るものと

トを適切に遂行してお
事は監事監査を実施し
を文書等で理事長に通
も同席の下で面談に

監事は監査の結果を文書及び面談により法人の長及び幹部に対
して報告していると認められ、評価できる。

③研究評価実施要領は公表している研究評価実施要領は公
的研究開発課題は外部有
ており、その結果は公表し
果を踏まえ、研究計画の更
等の改善を行っている。
財務状況については、監事
のほか、契約監視委員会の
を公表しており、意見を踏ま
る。この結果、一者応札の
した。

また 重点 研究評価結果の公表と活用 財務状況に関する監事等による監表している。また、重点
識者による評価を受け
ている。さらに、評価結
新や研究成果の普及

や会計監査人の監査
チェックを受け、結果
えた改善を行ってい

割合は前年度より低下

研究評価結果の公表と活用、財務状況に関する監事等による監
査結果の公表と活用が行われており、対外的な透明性が確保さ
れるとともに、事業の実効性が上がっていると認められ、法人の
取組は評価できる。

○関連法人
①委託先における財務内容を
上での業務委託の必要性、契
の妥当性等
②出資目的の達成度、出資先
状況を踏まえた上での出資を
必要性

①該当しない。
踏まえた
約金額

左記実績欄について該当しないことを確認した。

②該当しない。
の経営

継続する

左記実績欄について該当しないことを確認した。
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必要性
③関係法人に利益剰余金があ
の国庫等への返納の必要性
④競争性を高めたコスト縮減
開の徹底等が行われているか

実績
③該当しない。る場合

評価
左記実績欄について該当しないことを確認した。

④該当しない。
、情報公
。 左記実績欄について該当しないことを確認した。

○中期目標期間終了時の見直
①中期目標において、目標期
り組むこととされている事項の
組時期等が明記されていない
いて、目標達成に向けた各年
る具体的な取組状況
②業務実績の評価にとどまら
の必要性や新たな業務運営体
察

①所内に次期中期計画検
中期目標期間中に取り組む
（取組時期が明記されてい
状況を確認するとともに、目
しについて検討している。

し
間中に取
うち、取
ものにつ
度におけ

討会議を設置し、今期
こととされている事項

ないものも含む）の進捗
標期間終了時の見直

左記実績欄の内容について確認した。法人の取組は評価できる。

②次期中期計画検討会議
による職員との意見交換会
や新たな業務運営体制の考

ず、業務
制の考 等の所内会議、理事長

により、業務の必要性
察を行っている。

左記実績欄の内容について確認した。法人の取組は評価できる。

○業務改善のための役職員の
ティブ等
①法人業務に対する国民のニ
握して、業務改善を図る取組を
プローチ
② 法人における職員の積極的
を促すための取組（例えば、法
勢やミッションを職員に徹底す
能力開発のための取組等）を
ローチ

①平成20年度末に社会的
重点的研究開発課題を見直
該研究課題に着手した。ま
会、施設の一般公開、公開
アンケート等を実施し、広報
け付けており、国民の質問
運営の改善・活性化を図っ
にあたり、各種委員会等へ
の関係者の意向を十分にく
としている。

イニシア

ーズを把
促すア

な貢献
人の姿
る取組や
促すアプ

要請の変化に即応して
し、平成21年度に当

た、建築研究所講演
実験の際には来場者
誌においても質問を受

・意見を活用して組織
ている。さらに研究開発
の参加により民間や国
み取って実施すること

左記実績欄の内容について確認した。法人の取組は評価できる。
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ー

実績
②研究者の意欲向上と能力
究者業績評価システムを平
始した。組織の姿勢、ミッシ
ため、毎週の所内会議、理
見交換会を開催した。若手
所内で春季発表会を開催し

評価
開発等を図るため研
成21年度より運用開
ョンを職員に徹底する
事長による職員との意
研究者の育成のため、
た。

左記実績欄の内容について確認した。法人の取組が研究者の表
彰につながるなどの成果を上げており、適切であると評価。

○個別法人
政独委からの平成２０年度業
価における指摘事項において
があった事項（４法人６事項）へ
状況（当該法人のみ）

①「最上級の評定とするに
明確にすべき」については
法人評価委員会がより評価
実績報告書等説明資料の

務実績評
個別意見

の対応

あたっては、その根拠を
、国土交通省独立行政
しやすくなるよう、業務

充実を図った。

左記実績欄の内容について確認した。法人の取組は評価できる。

②「総人件費改革の達成状
でなく実績ベースでも検証す
成17年度の予算額に対し、
である5％を超え、6.2％削減
も、平成17年度の決算額に
3.3％の削減となっており、
平成22年度末までに 決算ベ平成22年度末までに、決算ベ
達成できる見込み。

況は、予算ベースだけ
べき」については、平

平成21年度は目標値
した。決算額について

対し、平成21年度は
適切な人員管理により、

ースでも5％削減を

左記実績欄の内容について確認した。決算ベースでは平成21年
度時点で3.3％の削減となっているが、平成22年度末までには適
切な人員管理により5％以上の削減を達成できるとの展望も示さ
れており評価できる。

スでも5％削減を
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